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Ⅳ 入学前の準備等

１．概要
（１）本学学生宿舎は、講義棟から徒歩で約５分の大学敷地内にあります。
（２）施設等について

① １棟７０名収容（５階建て）が５棟あり、うち１棟は女子学生専用で、計３５０名が入居できま
す。各階には、学年は関係なく、１４名ずつ入居しています。

② 居室はすべて個室（洋間１０㎡、ビニル床シート、窓、バルコニー設置）で、棟内・敷地内は禁
煙です。天井照明、電源およびテレビ共聴コンセントあり。カーテン、収納棚はありません。

③ 各階には、捕食談話室（キッチン：流し台・ガスコンロ設置）、洗濯室（洗濯機３台、乾燥機２
台）、洗面室、浴室、トイレ、内線電話を設置しており、これらを共同で使用します。

④ 居室内では、インターネット接続サービス（Ｗｉ－Ｆｉルータあり）が利用できます。なお、使
用料は経費に含まれています。

⑤ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を管理人室前、Ａ棟玄関、Ｅ棟玄関に設置しています。

２．経費
寄宿料、光熱水料（居室・共用含む）、インターネット接続サービス使用料、寝具リース料、共用

消耗品費、その他諸経費（受益者負担分）で、令和７年度は月額１９，３００円となります。
その他、学部学生１～３年生の入居者全員（外国人留学生は除く）、および希望する４年生・大学

院生は朝食代を負担していただきます。（令和８年度は９６，８００円：長期休業期間や土日祝日を
除く１７６日分を予定しています。）
これらの経費は、登録銀行口座引落し（授業料用登録口座から）となります。（年度中途退去の場

合は、未使用分を精算し返金します）

３．生活
（１）規則等

入居者は、本学学生宿舎に関する規則等を守るよう義務付けられています。
また、入居者全員が構成員となる自治会「学生宿舎会」の各種活動に参加していただきます。定め

られたルール、マナーを守れない場合は、指導や退去処分の対象となります。
特に、学生宿舎敷地内での喫煙※、異性の立ち入りは、発見次第、退去処分となります。
※本学では、学生宿舎を含め大学敷地内は全面禁煙となっています。

（２）食事
学生宿舎内に食堂はありません。各階にある捕食談話室（共用キッチン）で炊事ができます。また、

構内の大学会館には学生食堂や売店があります。（前述の朝食は、この学生食堂で摂ることになりま
す）

（３）寝具
保健衛生上、寝具一式はリース物品を使用していただきます。カバー類は週に一度交換していただ

きます。リース物品のほか、各自でベッドやその他の寝具を使用していただいても構いません。
なお、リース料は経費に含まれています。

（４）駐車場の使用
学生宿舎駐車場は許可制です。駐車台数に限りがあるため、学部１年生の学生宿舎駐車場の利用申

請は原則受け付けていません。（ただし、社会人選抜入学者等の特別な事情がある者を除く）
学部２年生以上は自動車を持ち込む場合、管理人室で駐車場の空き状況を確認してから利用申請を

行ってください。（申請は自動車を持ち込む１週間前から受け付けています）
学生宿舎入居者の大学構内への自動車の乗り入れは禁止です。違反をした場合は、駐車許可の取り

消しおよび退去処分となり、さらに、違反を重ねるような場合には、学生の懲戒処分の対象となりま
す。

【次のページにつづく】
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Ⅳ 入学前の準備等

（５）その他
① これまでの入居者は、以下の物を各自で用意しているのが見受けられます。

テレビ、冷蔵庫、炊飯器、電気ケトル、エアコン、除湿器、扇風機、カラーボックス類
※履き物は、原則、居室内に保管です。ただし、居室前廊下にシューズラック（高さ９０ｃｍ、
幅６０ｃｍ、奥行３０ｃｍ程度を１台のみ許可）を設置して、そのシューズラックへ置くこと
は許可しています。

※暖房器具（電気ストーブ、ハロゲンヒーター、石油・ガスストーブ等）は、過去に電気ストー
ブによる火災が発生したため、持ち込み不可としています。ご理解とご協力をお願いします。

② マナー（騒音、喫煙、駐車、その他共同生活に関すること）違反を繰り返した場合は、退去処分
または次年度の入居選考時の減点対象になります。

４．入居申し込み方法
学生宿舎への入居を希望する方は、学生宿舎のルールをよく理解したうえで、「令和８年度学生宿

舎入居者（新入生）募集要項：３７ページ」に沿って出願を行ってください。
出願手続き期間は、入学者選抜区分により異なりますので、ご注意ください。

■その他、不明な点がありましたら、担当へお問い合わせください。
鹿屋体育大学 学生課 生活支援係 電話 ０９９４－４６－４８８８

学生宿舎の
詳細はこちら

⇒
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学生宿舎入居者の朝食摂取および朝食代納入について（お願い）

本学では、学生に対しスポーツマンとして健康的に大学生活を送っていただくため、朝食を摂ることを
奨励しており、平成１６年度からは、学生宿舎入居者に対し、朝食を学生食堂で摂ることを大学が関与
し強く奨励してまいりました。現在では、保護者の皆様のご理解とご支援を得ながら、学生宿舎に入居
している学部学生１～３年生全員（留学生除く）と４年生の希望者が朝食を摂るようになりました。こ
の朝食奨励は、普段、学生宿舎内の捕食談話室で自炊している学生にとっては、栄養バランスのとれた
食事を確実に摂ることのできる機会となっており、学生本人、保護者の皆様方からも好評をいただいて
いるところです。
つきましては、これからもキャンパス内の学生食堂において朝食を摂ることを基本とした入居を実施し

てまいりますので、保護者の皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
具体的な提供内容につきましては、入居許可後、別途ご案内いたします。朝食代金の納入につきまして

は、寄宿料等と合わせて納入くださいますようお願い申し上げます。
なお、令和８年度の予定は下記のとおりです。

記

１．実施期間（基本日数）
１７６日：令和８年度予定
① 期間 令和８年４月７日(火)：授業開始日～令和９年３月１０日(火)：春期休業期間の前日
② 夏季休業期間、冬期休業期間、土曜日曜祝日は除きます。
③ 遠征試合等につき、朝食を摂らない（欠食する）場合、１週間前までに学生食堂に「欠食届」を

提出することで、その分の朝食代金は現金で返金します。

２．メニュー
バイキング方式（内容は日替わりです。献立表配付中）

３．料金（予定）
・ １食あたり ５５０円
・ 年額 ９６，８００円（５５０円×１７６日）

４．料金の納入方法
１年間分をまとめて、大学に登録してある銀行口座から引き落とします。



Ⅳ 入学前の準備等

令和８年度 学生宿舎入居者（新入生）募集要項

１．募集内容
（１）募集対象

総合型選抜(ＳＳ)入試、学校推薦型選抜、帰国生徒選抜、社会人選抜、
一般選抜、私費外国人留学生入試、第３年次編入学試験、 の各試験の受験者・合格者
大学院（修士・博士）入試（第２次募集を含む）

（２）募集人員
１２７名

※居室の状況等により変更になることがあります。
※大学院入試（第２次募集）の受験者は欠員が生じた場合のみ選考を実施します。
あらかじめご了承ください。

（３）入居許可期間
令和８年４月１日～令和９年３月３１日の１年間

※２年目以降、継続して入居を希望する場合も毎年選考を行います。

２．出願手続き（期間および方法）
（１）出願期間（土日祝日を除く。最終日は１７時１５分必着のこと。）

令和８年１月２６日(月)～２月１８日(水)
※入試区分によっては、入学手続期間と異なる場合がありますのでご注意ください。
※一般選抜及び私費外国人留学生入試、大学院入試（第２次募集）の受験者は受験前の申し込みと
なりますので、ご注意ください。

（２）出願に必要な書類等

注１）出願時に提出された書類は、学生宿舎入居者選考のみに使用し、その他の目的には使用しません。
注２）入試不合格となった受験者の出願書類は、選考結果通知とともに返信用封筒に同封し、返却します。

（３）出願書類等提出方法および窓口
① 提出方法 持参または郵送

※郵送の場合は、封筒のおもてに「学生宿舎入居申請在中」と朱書きしてください。
※一般選抜及び私費外国人留学生入試の受験者は、入試の出願書類と封筒を分けて提出

してください。
② 書類送付先および受付窓口

鹿屋体育大学 学生課 生活支援係
〒８９１－２３９３ 鹿児島県鹿屋市白水町１番地
電話 ０９９４－４６－４８８８
窓口時間 ８時３０分～１７時１５分

学生宿舎の入居者は、選考により決定します。入居希望の方は、本要項をご確認のうえ出願してください。
なお、入居を許可された場合の入居手続期間は、令和８年３月２９日(日)～３１日(火)の３日間です。こ

れより前に入居（引越し）することはできませんので、あらかじめご了承ください。

① 学生宿舎入居願
・様式は本学ホームページからダウンロード・印刷のうえご使用ください。
・記入例（３９ページ）を参照のこと。

② 身上調書
・様式は本学ホームページからダウンロード・印刷のうえご使用ください。
・記入例（４０ページ）を参照のこと。

③ 所得(課税)証明書

・市町村長が発行した父母双方の証明書（または父母の代わりに生計を支えて
いる者の証明書）を提出すること。

・無収入であっても提出すること。（無収入の場合、非課税証明書でも可）
・源泉徴収票は認めません。

④ 返信用封筒
・選考結果の通知に使用するため、角形２号の封筒に２７０円分の切手を貼付
し、宛名欄に「通知先の住所」「氏名」を明記のうえ提出してください。

・通知先（宛名）は、原則として入居希望者本人または父母等関係者とします。
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Ⅳ 入学前の準備等

３．選考
（１）選考方法（抽選や先着順ではありません）

① 選考は、本学学生宿舎規則等に基づき、学生宿舎生活に支障のないこと、自宅通学が困難なこと（自
宅の所在地が大学から３０ｋｍ以上）、経済的負担が大きいことなど総合的に勘案し行います。

② 提出書類の記入漏れまたは添付書類に不備があった場合、選考から除外します。
また、入居許可後、書類に虚偽の事実が判明した場合は、入居許可を取り消します。

③ 大学院入試（第２次募集）の受験者は欠員が生じた場合のみ選考を実施します。

（２）選考結果の通知
① 令和８年３月７日(土)午前１０時に本学ホームページで入居許可となった者の受験番号と入居する棟
の部屋番号を掲載します。

② 令和８年３月９日(月)までに、提出された返信用封筒にて許可者には許可通知書（入居手続き関係書
類を同封）を、不許可者には不許可通知書を発送します。

■許可となった者で入居を辞退される場合は、必ず令和８年３月１２日（木）までに下記の入居辞退者
専用フォームからお知らせください。

■学生宿舎の出願書類を提出し、受理された者が本学の入学手続を行わなかった場合、学生宿舎の出願
は無効となります。

４．入居条件（特記事項）
（１）次の者は、学生食堂において授業期間中の平日に朝食を摂ること。

令和８年４月時点における学部１年生、学部２年生および学部３年生の全入居者
朝食代は、年間実費額を学生宿舎経費と合わせて納入していただきます。

（２）借家人賠償（保険金３００万円以上）付きの傷害保険等に加入すること。
万が一の事故に備え、必ず加入してください。
※「学生のための総合保険（学研災付帯学総）」または「学生総合補償プラン」への加入でも可能
です。（６１ページを参照してください）

（３）学部新１年生は学生宿舎駐車場へ駐車できません。
① 学生宿舎駐車場は許可制となっており、駐車台数に限りがあるため、学部１年生の学生宿舎駐車場の
利用申請は原則受け付けていません。（ただし、社会人選抜合格者等の特別な事情がある者を除く）
学部２年生以上が自動車を持ち込む場合は、管理人室で駐車場の空き状況を確認してから利用申請を

行ってください。（利用申請は自動車を持ち込む１週間前から受け付けています）
② 大学構内も駐車台数に限りがあるため、学生宿舎入居者の大学構内への自動車の乗り入れは禁止です。
違反をした場合、退去処分となることがあります。さらに、大学構内への乗り入れ違反が度重なる場合
には、学生の懲戒処分の対象となります。

出願後の入居辞退について（お願い）

例年、入居者選考決定後の可否については、速やかに通知できるよう努めておりますが、近年、入居許
可決定後に入居を辞退されるケースが多くなっております。
本学では、辞退があった場合は、不許可となった方に繰り上げ入居のご案内を行っておりますが、不許

可となった方はすでにアパート等の契約を完了されていることが多く、学生宿舎に入居ができず残念な思
いをされております。
つきましては、このようなケースが発生することを十分におくみとりいただき、出願後に入居希望を辞

退される場合、または許可決定後に辞退される場合は、必ず令和８年３月１２日（木）までに下記の入居
辞退者用の専用フォームからお知らせください。
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学生宿舎入居願の記入例

① 年月日
学生宿舎入居願を提出する日を記入してください。

② 所属
学部生はスポーツ総合または武道を記入し「課程」に○を、大学院生は専攻名を記入し「専攻」
に○を付けてください。

③ 父母等関係者
父母等関係者は３親等以内の家族とします。
上記の要件に合う者が選定できない場合には、独立の生計を営む成年者であり、学生の指導・支
援への意向のある者を記入してください。

※注意事項※
・記入漏れ、または添付書類が不備の場合は、選考の際に除外することがあります。
・入居許可後、書類に虚偽の事実が判明した場合は、入居許可を取り消すことがあります。
・提出された書類は、入居者選考のみに使用し、その他の目的には利用しません。

③

②

①
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身上調書の記入例

① 学籍番号又は受験番号
入学予定者は“受験番号”
を記入してください。

② 課程・専攻
学部生は（ ）にスポーツ
総合または武道を記入し
「課程」に○を、大学院生
は（ ）に専攻名を記入し
「専攻」に○を付けてくだ
さい。

③ 現住所
書類提出日現在の住所を記
入してください。

④ 父母等関係者
父母等関係者は３親等以内
の家族とし、学生宿舎入居
願の父母等関係者と同一の
者を記入してください。

⑤ 緊急連絡先
父母等関係者の携帯電話番
号を記入してください。
携帯電話番号の記入が困難
な場合は、緊急時に連絡が
取れる電話番号（勤務先な
ど）を記入してください。

⑥ 家族状況
同居・別居を問わず、生計を共にしている家族を記入してください。
すでに独立して生計を別にしている兄弟姉妹は記入不要です。

⑦ 勤務先・学校等
書類提出日現在（令和７年度）の状況で記入してください。
学校等に在学している家族がいる場合は、学校名を記入し、備考欄に「国立・公立・私立」の別を記
入してください。
高等専門学校に在学している場合は、備考欄に学年も記入してください。
専修学校に在学している場合は、備考欄に「高等課程（国立・公立・私立）」または「専門課程（国
立・公立・私立」を記入してください。

⑧ 同居・別居
父母等関係者の住所を中心に判断して、同居または別居に○を付けてください。

①

⑧⑦

⑥

⑤

④

③

②

40

8

17



Ⅳ 入学前の準備等

アパート等をお探しの方へ

本学では、アパート等の斡旋は行っておりません。学生宿舎へ入居する方以外は、各自でお住まいを決
めていただくことになります。
以下に大学近辺の主な不動産会社を掲載しておりますので、アパート等をお探しの際はご利用ください。
契約にあたっては、契約内容ををよく確認したうえで、個人の責任で契約してください。

１．大学近辺の主な不動産会社（５０音順）
・ アパマンショップ 西原店 ０９９４－３６－０１００
・ オーリック不動産 鹿屋西原店 ０９９４－４５－６６０７
・ 萩原不動産 ０９９４－４４－５８００
・ (有)宝生不動産 ０９９４－４０－２３３０
・ (株)ユア―ホーム ０９９４－４２－２１２１
・ レオパレスセンター鹿児島 ０５０－２０１６－２３１９

２．大学近辺のアパート事情
① アパート等の家賃は、間取りや築年数等により異なりますが、１Ｋ・１Ｒ（６～８畳：キッチン、

風呂、トイレ付き）で２５，０００円～４０，０００円程度が相場です。大学近辺には学生向け
のアパートも多くあり、近くにはスーパーやコンビニ、飲食店などもあります。

② 大学周辺の町内会は、白水町、古里町、海道町、上野町、小野原町となります。
また、大学から５kmほど離れると西原地区（西原１～４丁目、今坂町、郷之原町、上谷町）があ
り、スーパーやコンビニ等も多く生活至便です。

③ 学生宿舎生以外の学生のうち、自宅からの通学距離が１km以上である学生は自動車での通学を認
めています。自動車での通学を希望する場合は、必ず学生課で駐車許可の申請を行ってください。

（通学距離は大学窓口が計測します。不動産会社等の公開情報と異なる場合がありますのでご注意
ください。）

41

郷之原宿舎（職員宿舎）について

大学院生は、郷之原宿舎（職員宿舎）の入居が可能となっております。大学から約４．２ｋｍ、車で約
７分と通学に便利な立地です。入居を希望される場合は下記の問い合わせ先に連絡してください。

１．住所
鹿屋市郷之原町１２３８９番地

２．料金

区分 間取り 面積 使用料（月額）

１号棟（ｂ規格） ３ＤＫ ４８㎡ ５，４７２円

１号棟（ｃ規格） ３ＬＤＫ ６４㎡ ９，５３６円

２号棟（ｃ規格） ３ＬＤＫ ６３㎡ ９，３８７円

３号棟（ｃ規格） ３ＬＤＫ ６４㎡ １０，３０４円

駐車場使用料（１台あたり） ２，４１２円

３．問い合わせ先
鹿屋体育大学 施設課計画係
TEL：０９９４－４６－４８５２
E-mail：sisetu@nifs-k.ac.jp

上記のほか、共益費が３，０００円（月額）となっております。
※掲載の料金は令和７年１２月１日現在のものです。



Ⅳ 入学前の準備等

２．諸経費の納入に関するご案内

本学への入学にあたって必要となる諸活動費や福利厚生費は以下のとおりです。
①～⑧の経費は、表記されている金額を、入学手続期間内に入学金と一緒に必ず納入してください。
（ただし、⑦厚生会入会費については、表下の注意事項を参照してください。）
それぞれの詳細については、当該ページでご確認ください。

［注意事項］
※ ①～⑥および⑧は、表記されている金額を必ず納入してください。

⑦については、基本的には全員納入していただきますが、大学院入学者において、本学卒業生（修了
生）の場合は過去に入会済みであるため、納入していただく必要はありません。

※ ⑨～⑪は任意となります。
なお、⑨は６０ページの案内をご覧いただき、賛助される場合は他の経費と一緒に納入をお願いします。
⑩・⑪はそれぞれ６１ページをご覧いただき、加入される場合は案内に従って別途納入をお願いします。

経費名称

学部 大学院

１年生 編入生 修士 博士

① 学生教育研究災害傷害保険 Ｐ.４３ 3,300円 1,750円 1,750円 2,600円

② 学研災 付帯賠償責任保険 Ｐ.４３ 1,360円 680円 680円 1,020円

③ スポーツ安全保険 Ｐ.４３ ８,０００円 ４,０００円 ―――― ――――

④ 新入生研修参加費 Ｐ.５４ ３,６00円 ３,６00円 ―――― ――――

⑤ 体育会入会金および会費 Ｐ.５７ 50,000円 30,000円 ―――― ――――

⑥ 同窓会入会金 Ｐ.５８ 10,000円 10,000円 ―――― ――――

⑦ 厚生会入会費(※) Ｐ.５９ 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円

⑧ リファレンスブック購入費 Ｐ.６０ 4,840円 4,840円 ―――― ――――

①～⑧の合計 8３,１00円 5６,８70円 4,430円 5,620円

⑨
公益財団法人 鹿屋体育大学
体育・スポーツ振興教育財団
賛助会費 Ｐ.６０

10,000円／１口 ✕ ［ ］口 ＝ 0,000円

⑩
【任意保険】 Ｐ.６１
学生のための総合保険
（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総）

加入タイプ・加入期間によって保険料が異なります。

⑪
【任意保険】
学生総合補償プラン Ｐ.６１

加入タイプ・加入期間によって保険料が異なります。
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① 学生教育研究災害傷害保険（学研災）
② 学研災付帯賠償責任保険
③ スポーツ安全保険

本学では、学生が安心して学生生活を送れるように、授業中や課外活動等で発生した事故に対する補償
として、入学者全員に①学生教育研究災害傷害保険（以下「学研災」）、②学研災付帯賠償責任保険へ
の加入を、さらに学部生には③スポーツ安全保険への加入をお願いしております。

上記の保険への加入によって、大学生活（日常生活を除く）で発生した事故に対して、一定の安心でき
る範囲の補償が可能になります。
つきましては、上記趣旨をご理解のうえ、下記のとおり加入をお願いいたします。
なお、補償内容等の詳細につきましては、

①「学生教育研究災害傷害保険のごあんない」Ｐ.４４～４７
②「学研災付帯賠償責任保険のごあんない」Ｐ.４８～５１
③「スポーツ安全保険のしおり」Ｐ.５２～５３

をご覧ください。

記

１．保険料

［注意事項］
・保険料は、修業年限によって異なります。なお、休学または留年等で修業年限を超えて在学する場
合は、あらためて加入手続きが必要になります。

・在学中に保険料の改定がある場合があります。手続き方法等については学内掲示等により通知しま
す。

２．納入方法 入学手続期間内に、入学金や他の経費と一緒に納入してください。

３．保険証券
保険証券は発行いたしませんので、ご了承ください。

４．お問合せ窓口
鹿屋体育大学 学生課 スポーツ支援係
電話０９９４－４６－４８９１

① 学生教育研究災害傷害保険
（学研災） Ｐ.４４

授業、学校行事、課外活動および通学中等において発生した事
故により被った傷害について補償する制度

② 学研災付帯賠償責任保険
Ｐ.４８

授業、学校行事および通学中等において発生した事故により生
じた賠償責任について補償する制度

③ スポーツ安全保険 Ｐ.５２
スポーツ活動等を行う団体（鹿屋体育大学体育会）を対象とし、
個人が課外活動中または課外活動に係る往復中の事故により
被った傷害や生じた賠償責任について補償する制度

① 学生教育研究災害傷害保険
（学研災）

３，３００円／４年間
２，６００円／３年間
１，７５０円／２年間

② 学研災付帯賠償責任保険 １年間あたり３４０円

③ スポーツ安全保険 １年間あたり２，０００円

43



Ⅳ 入学前の準備等

44

学生教育研究災害傷害保険（学研災）
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学生教育研究災害傷害保険（学研災）
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学生教育研究災害傷害保険（学研災）
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学生教育研究災害傷害保険（学研災）
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学研災付帯賠償責任保険

48



Ⅳ 入学前の準備等

49

学研災付帯賠償責任保険
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学研災付帯賠償責任保険
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学研災付帯賠償責任保険
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スポーツ安全保険

52

（令和８年度版は２月中旬頃更新予定）
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スポーツ安全保険
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④ 新入生研修（参加費）

本学では、毎年４月に学部新入生全員を対象として、有意義な学生生活を過ごすにあたり、より良い人
間関係を形成する「場」を提供し、体育会役員等である上級生や教職員、学生相互のコミュニケーショ
ンを深めることを目的として「新入生研修」を実施しています。
学部新入生（１年生及び第３年次編入生）全員が対象となりますので、必ず新入生研修参加費を納入い

ただきますようお願いします。

また、食物アレルギーに関して対応を希望される場合や、身体的・精神的な障がい等により配慮が必要
な場合、研修への参加が困難な場合は、お手数ですが別紙「食物アレルギー連絡票」「新入生研修にか
かる合理的配慮依頼書」を入学手続書類と一緒に提出いただきますようお願いいたします。

記

１．参加費 ３，６００円（昼食、野外炊飯費、施設使用料、交通費等として）

２．納入方法 入学手続期間内に、入学金や他の経費と一緒に納入してください。

３．日程等

４．様式 特段の配慮をご希望の方は、大学ホームページから以下の様式をダウンロード(印刷)
し、必要事項をご記入のうえ、入学手続書類と一緒に提出してください。
・食物アレルギー連絡票
・新入生研修にかかる合理的配慮依頼書

５．その他 詳細なスケジュールは新入生オリエンテーション時に説明します。

６．お問合せ窓口
鹿屋体育大学 学生課 学生企画係
電話０９９４－４６－４８８２

① 実施日 令和８年４月４日(土)

② 場所 鹿屋体育大学および国立大隅青少年自然の家

③ 携行品
筆記用具、タオル、体育館シューズ、長袖シャツ、
長ズボン（防寒・虫刺され、外傷予防）、雨具、常備薬、
その他野外活動に必要なもの
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⑤ 体育会への入会

鹿屋体育大学体育会は、本学の学生が組織する全学的組織であり、課外活動の充実とともに学生相互の
親睦を図り、良き人間関係を助長し、もって学生の自治活動の発展に寄与することを目的として、開校
初年度の昭和５９年に発足、令和８年度で４３年目を迎えます。
体育会は、大学当局の指導・助言の下、学生団体の自主的活動として、課外活動、蒼天祭など学生が主

催する全学的行事、学生生活の福利厚生および学外団体との交流（九州地区大学体育協議会等）等の事
業を実施しています。
学部入学者全員が対象となりますので、必ず体育会への入会および参加費を納入いただきますようお願

いします。

記

１．入会金および会費 入会金 １０，０００円
会 費 １０，０００円／１年

２．納入方法 入学手続期間内に、入学金や他の経費と一緒に納入してください。

第４３代鹿屋体育大学体育会
会長 小 浜 心 夢

課外活動を通じて得られる様々な体験は、学生生活をより充実させ、一生忘れることのできない素晴ら
しい思い出につながります。
このため、本学では、学生諸君がそれぞれの関心と適性に合った課外活動団体に属し、自主的かつ積極

的に活動することを強く勧めています。現在は、体育系の２３団体が課外活動団体として許可を受け、
ほとんどの学生がいずれかの課外活動団体に加入し活動しているところです。これは体育大学として望
ましい姿だと考えています。
鹿屋体育大学体育会は、これらの団体を代表する唯一の全学的組織です。この体育会は、学生の課外活

動の充実と人間形成の場として、種々の事業を実施し活動していますので、新入生の皆さんも体育会に
入会して体育会の発展に寄与されるようお願いします。

鹿屋体育大学
学長補佐（学生支援担当）

藤 田 英 二
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⑥ 同窓会への入会

鹿屋体育大学同窓会は、会員相互の親睦を図るとともに鹿屋体育大学の教育・研究の進展に寄与するこ
とを目的として、卒業生を正会員に、在校生を準会員として活動を行っております。
この春には、３９期生が卒業し、約６，８００人の会員を擁する大きな組織となり、各方面で本学の同

窓生が活躍しております。
常務として本同窓会は、同窓生名簿の管理、年１回の総会の開催および在校生の就職支援事業等も計画

しております。それらの経費は、会員の会費等で運営されております。
つきましては、本会の運営にご理解をいただき、同窓会会費を納入いただきますようお願いします。

記

１．会 費 １０，０００円（終身会費として）

２．納入方法 入学手続期間内に、入学金や他の経費と一緒に納入してください。

鹿屋体育大学同窓会
会長 北 村 尚 浩
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⑦ 厚生会への入会

本学には、学生および教職員の福利厚生の充実、増進を図ることを目的として、鹿屋体育大学厚生会と
いう団体があり、学内の売店の運営や学生が参加する学内イベントへの補助、銀行ＡＴＭの設置など福
利厚生に関するさまざまな事業を行っています。
本厚生会は、本学に在学するすべての学生および教職員が会員となっています。
つきましては、本厚生会の趣旨をご理解いただき、下記のとおり会費を納入いただきますようお願いし

ます。
なお、鹿屋体育大学卒業生および教員は、既に入学済みのため、入会費の納入は不要です。

記

１．会員の期間 在学期間中

２．入会費 ２，０００円

３．納入方法 入学手続期間内に、入学金や他の経費と一緒に納入してください。
ただし、鹿屋体育大学卒業生および教員は、既に入学済みのため、入会費の納
入は不要です。

４．お問合せ窓口
鹿屋体育大学 学生課 生活支援係
電話０９９４－４６－４８８９
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⑧ リファレンスブックの購入

本学では、スポーツ・武道および体育・健康づくりに関して、年齢、目的等に応じた体系的な実技指導
力や事業運営力を身に付けるために、指導者育成のための授業を多く展開しております。特に、令和３
年度から始まっている新カリキュラムでは、次の授業科目において、公益財団法人日本スポーツ協会が
発行している「リファレンスブック」をテキストとして使用します。
※キャリアデザインⅠ（１年前期・必修科目）、スポーツ指導実践概論（１年後期・必修科目）、コー

チ学概論（２年後期・選択科目）、スポーツと法（３年前期・選択科目）で使用
なお、このリファレンスブックは授業のみならず、指導者としての資格取得や、今後の指導者人生にお

いて振り返る際にリファレンス（参照・照合）するのに必須なものとなってくるはずです。
つきましては、以上の趣旨をご理解いただき、下記のとおり書籍購入代金を納入いただきますようお願

いします。

記

１．書 籍 代 ４，８４０円

２．納入方法 入学手続期間内に、入学金や他の経費と一緒に納入してください。

３．配付時期 入学後に配付します

４．お問合せ窓口
鹿屋体育大学 教務課 キャリア支援係
電話０９９４－４６－４８８３

⑨ 公益財団法人鹿屋体育大学体育・スポーツ振興教育財団への賛助（お願い）

公益財団法人鹿屋体育大学体育・スポーツ振興教育財団は、鹿屋体育大学における体育・スポーツの振
興と競技力の向上に資するとともに、地域スポーツクラブの振興などに寄与するため、昭和５８年に鹿
児島県および大隅半島１９市町の自治体、地元経済界などからのご寄付により設立され、以来今日まで
教育の振興に資するために必要な助成、スポーツ活動において優秀な競技成績を収めた学生または競技
団体に対する奨学金の給付およびスポーツ奨励費の授与、国際交流事業の支援など幅広い目的をもって
事業を展開してまいりました。
このたび、ご協力をお願いいたします「賛助会費」は、鹿屋体育大学の教育振興、全学的な行事等への

支援のために活用しております。
つきましては、本財団の設立の趣旨、事業内容にご理解を賜り、「賛助会費（１口１万円）」を入学手

続の際に納入いただきますよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、「賛助会費」のご協力をいただいた場合は、保護者の皆様やご子息、ご息女に対する大学内の

ニュースおよび学生・教職員の動向等を掲載している財団新聞『蒼天』に、ご氏名と賛助額を掲載のう
え報告させていただくこととしておりますので、掲載について差し支えのある場合には、その旨を担当
窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

公益財団法人鹿屋体育大学
体育・スポーツ振興教育財団
理事長 風 呂 井 敬
（担当窓口）
電話０９９４－４６－４８２７
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Ⅳ 入学前の準備等

⑩ 学生のための総合保険（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総）
⑪ 学生総合補償プラン

本学では、学生が安心して大学生活を送ることができるよう授業中をはじめ、学校行事や課外活動中に
発生した事故等に対して広く補償する制度を以下のとおり設けています。

４３ページから５３ページで案内している①学生教育研究災害傷害保険、②学研災付帯賠償責任保険、
③スポーツ安全保険は、入学者全員が加入（ただし、スポーツ安全保険は学部入学者のみ）する制度で
はありますが、大学生活を送るにあたって、①～③では補償がカバーできないものもあることから、
「⑩学生のための総合保険（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総）」および「⑪学生総合補償プラ
ン」の２つの制度を設けました。全員が加入する①～③に加え、いずれかの制度へ任意加入されること
をお薦めしています。

［保険内容］
⑩ 学生のための総合保険（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総） ６２～６９ページ
⑪ 学生総合補償プラン ７０～７５ページ

［申込み方法］
希望する保険のオンライン加入方法・申込締切をパンフレットでご確認のうえ、保険期間やプランに応

じた保険料をお支払いください。

［各保険の概要］
全員加入の①～③の制度および⑩～⑪の制度の概要は以下のとおりです。

（注）紹介する⑩・⑪の保険以外の借家人賠償保険の加入でも構いません。

［お問合せ窓口（学外）］
⑩付帯学総

学生生活総合保険相談デスク 電話 ０１２０－８１１－８０６
Ｗｅｂ「ＴＡＣ ふたいがくそう」で検索

⑪学生総合補償プラン
株式会社ウインライフ鹿屋支店 電話 ０９９４－４６－２８４４

① 学生教育研究災害傷害保険
正課中・課外活動中（通学中も含む）に被った傷害災害を補償
する制度

② 学研災付帯賠償責任保険
正課中・学校行事など（通学中も含む）に発生した事故により
生じた賠償責任を補償する制度

③ スポーツ安全保険
課外活動中（通学中も含む）に被った傷害災害および生じた賠
償責任を補償する制度

⑩
学生のための総合保険
（学研災付帯学生生活総合
保険：付帯学総）

①～③では補償がカバーできない日常生活全体に補償範囲を広
げたもので、主に、ケガ・病気や賠償責任の補償のほか、扶養
者の方に万一のことがあった時の学資費用、学生宿舎・下宿学
生の借家人賠償責任など、総合的にかつ幅広く補償する制度

※学生宿舎入居者は、この保険でカバーされている借家人賠償
保険の加入が義務付けられています。（注）

⑪ 学生総合補償プラン
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学生のための総合保険（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総）
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学生のための総合保険（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総）
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学生のための総合保険（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総）
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学生のための総合保険（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総）
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学生のための総合保険（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総）
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学生のための総合保険（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総）

67



Ⅳ 入学前の準備等

学生のための総合保険（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総）
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学生のための総合保険（学研災付帯学生生活総合保険：付帯学総）
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学生総合補償プラン
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学生総合補償プラン
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学生総合補償プラン
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学生総合補償プラン
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学生総合補償プラン
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学生総合補償プラン
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Ⅳ 入学前の準備等

◆調査の背景と目的
平成１９（２００７）年にはしか（麻しん）の流行を受け、文部科学省から次の内容を主旨とする指導

がありました。

この指導を受けて以降、本学では、学外実習（教育・スポーツ指導・介護体験等）に参加する学生及び
学外実習先の方への感染防止を目的に、入学前に麻しんの抗体検査を実施してきました。

◆令和８（２０２６）年度からの変更点
平成１８（２００６）年４月１日以降生まれの方は、MRワクチン（麻しん・風しん）の２回接種が定期

接種対象のため、麻しん抗体検査は不要になります。
ですが、麻しんだけでなくそれ以外の予防接種歴（風しん・水痘等）や罹患歴については、引き続き調

査確認を行いますので、次のとおりご協力をお願いします。

◆提出書類について
母子健康手帳を参考に『予防接種歴に関する調査票：７７ページ参照』に記入のうえ、入学手続期間内

に入学手続書類と一緒に提出してください。
※母子健康手帳の「これまでに受けた予防接種のすべてのページ」のコピーを当該調査票の裏面に貼付
してください。

※母子健康手帳を紛失された方、過去に予防接種を受けた市区町村の保健所に問い合わせることで、接
種記録の再発行を申請できます。マイナポータルを通じて自身の予防接種記録を確認できる場合もあ
ります。

◆注意事項
予防接種歴に関する調査票の提出がない場合は、麻しんや風しんが学内で流行した際に、構内への立ち

入りや課外活動・実習への参加が制限される可能性があります。

担当
鹿屋体育大学 学生課 学生企画係
〒８９１－２３９３ 鹿児島県鹿屋市白水町１番地
電話：０９９４－４６－４８８２/４８８５

▶ 学生が教育実習に参加する前に、「麻しんの免疫を持っていると認められる」者であるかを確
認する
▶ 教育実習に参加する学生が、「麻しんの免疫を持っていると認められる」者であると判断する
には、抗体検査によって麻しんに対する免疫があると医師により認められた者とする
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Ⅳ 入学前の準備等

予防接種歴に関する調査票

※ 母子健康手帳を参考に記入し、母子健康手帳の「これまでに受けた予防接種のすべてのページ」
のコピーを当該調査票の裏面に貼付してください。

※ 本調査票は、入学手続書類と一緒に提出してください。
※ 年号については、西暦か元号のどちらかに○してください。

１．ＭＲワクチン
（麻しん・風しん
混合ワクチン）

ワクチン

１回目 西暦・平成 年 月 日

２回目 西暦・平成 年 月 日

２．麻しん
（はしか）

罹患歴
・あり（西暦・平成 年 歳のとき）
・なし
・不明

ワクチン

１回目 西暦・平成 年 月 日

２回目 西暦・平成 年 月 日

３．風しん

罹患歴
・あり（西暦・平成 年 歳のとき）
・なし
・不明

ワクチン

１回目 西暦・平成 年 月 日

２回目 西暦・平成 年 月 日

４．水痘
（水ぼうそう）

罹患歴
・あり（西暦・平成 年 歳のとき）
・なし
・不明

ワクチン

１回目 西暦・平成 年 月 日

２回目 西暦・平成 年 月 日

５．流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

罹患歴
・あり（西暦・平成 年 歳のとき）
・なし
・不明

ワクチン

１回目 西暦・平成 年 月 日

２回目 西暦・平成 年 月 日

受験番号 氏名 携帯電話番号（入学予定者）
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Ⅳ 入学前の準備等

４．ノートパソコン必携化に伴う機器の準備について

78

鹿屋体育大学では、体育・スポーツ及び武道の分野における情報活用能力の育成と情報通信技術を活用
した実践的指導力を養成するために、２０１５（平成２７）年度入学生より情報機器の必携化に取り組
み、一人一台の情報機器を用いた教育や学習支援を実施しています。２０２６（令和８）年度入学生の
皆様にも、大学での学修活動のためにノートパソコンのご準備をお願いします。
２０２６年度の情報機器の必須要件は以下のとおりです。ノートパソコンを購入する場合は、推奨ス

ペックを参考に各自でご準備ください。なお、お手持ちの機器が「ノートパソコンに必須の要件」を満
たす場合は、それをご利用いただいても構いません。機器の準備に関する情報はスポーツ情報センター
のＷｅｂサイトでもお知らせしています。事前にご一読ください。
▶スポーツ情報センターＷｅｂサイト https://itec.nifs-k.ac.jp/byod/prepare2026/

１．ノートパソコンに必須の要件
(1)持ち運び可能な形状・重量であること（大学に持参できること）
(2)バッテリー駆動により９０分授業において利用できること
(3)無線ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）に接続できること
(4)オンライン授業用にカメラ・マイクが利用できること
(5)ＯＳのサポート期限が切れていないこと

２．新規購入する際の推奨スペック・モデル（２０２６年度）

◇参考◇
※ 情報処理関連の授業ではWindowsを前提とした解説が行われます。そのため、新規に機器を購入
する場合にはWindowsパソコンを強く推奨します。Macでは、授業での説明と操作が異なる場合に、
自身でそれを解決する必要があります。

※ 教員免許の取得を希望する場合、教育実習を行う必要があります。実習先となる中学校や高等
学校では、Windowsのパソコンが使用されているケースが大多数です。教員免許の取得を検討して
いる方にもWindowsパソコンを強く推奨します。

※ iPad等のタブレット機器では要件を満たしませんのでご注意ください。

３．お問合せ窓口
鹿屋体育大学 教務課 教育支援係
電話０９９４－４６－４８６５

ノートパソコン推奨スペック

【ＯＳ】 Windows１１
【ＣＰＵ】 Intel Core i５ または AMD Ryzen５ 以上
【メモリ】 １６ＧＢ以上
【記憶装置】 ２５６ＧＢ以上のＳＳＤ
※ Microsoft Officeは在学中、無償で利用できるためプレインストールモデルを選ぶ必要は

ありません。
※ 具体的な機種の例は、スポーツ情報センターのＷｅｂサイトに示しています。

https://itec.nifs-k.ac.jp/byod/prepare2026/
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５．こころとからだの入学前相談について

１．入学前相談の実施について
新入生の皆さんにとって、大学生活を迎えるにあたって経験することは、初めてのことばかりだと思

います。新たな生活への期待とともに不安に思うこと、心配なことなども多いのではないでしょうか。
なかには、これまで様々な精神的な不安、病気や障がい等を抱えながら、個別のサポートを受けて学校
生活を送り、大学進学を決められた方もいらっしゃると思います。鹿屋体育大学でも同様に、皆さまの
状況に応じた支援の検討・提供を行っていきたいと思います。これからの大学生活を安心して始め、充
実した時間を過ごせるよう、入学前に学生支援スタッフと今後のサポートについて一緒に考えることが
できる機会として、「こころとからだの入学前相談」を実施いたします。ぜひご活用ください。

２．入学前相談の申込み方法
（１）実施日 令和８年１月１９日(月)～３月２０日(金)の９時～１７時 ※土日祝を除く

申込みを受けた後に、こちらから追ってご連絡いたします。日程調整を行い、日時を決めた後に、ご
相談をお受けいたします。
ただし、相談枠に限りがあるため、「こころとからだの入学前相談」を入学前にお受けできない場合

がございます。入学後のご利用・ご相談は可能ですので、あらかじめご了承ください。

（２）予約方法
下記のＱＲコード、もしくはＵＲＬから、申込みをお願いします。
ご予約後、１週間以内に担当者からご連絡いたします。１週間を過ぎても連絡がない場合は、お手数

ですが、お問合せ先までご連絡ください。

（３）申込みの締め切り
以下のとおり受験区分ごとに締め切り日を設けています。

（４）相談方法
① 事前予約制です。
② 合格されたご本人と一緒に、保護者の方の付き添いも可能です。
③ 相談時間は、５０分間程度です。
④ 対面でのご相談が一番望ましいですが、オンラインやメール、

電話でのご相談も可能です。

【ＱＲコード】 【ＵＲＬ】

https://forms.office.com/r/PyehBzt4uN

受験区分 締め切り日

第３年次編入学試験

令和８年２月１８日(水) １２時まで総合型選抜(ＳＳ)入試、学校推薦型選抜

特別選抜（帰国生徒選抜・社会人選抜）

一般選抜

令和８年３月１６日(月) １２時まで私費外国人留学生入試

大学院入試
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（５）相談できること
基本的にはどのようなご相談でも受け付けています。一例として以下に示しますので、ご参考にさ

れてください。

以下の相談例は、入学後に、新入生オリエンテーションや、教務課・学生課などの窓口、各担当
教職員に尋ねることで確認・相談ができます

（６）備考
① 本相談に関する個人の秘密は厳守します。
② ご不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

３．お問合せ窓口
鹿屋体育大学 学生支援室
電話 ０９９４－４６－４８８１
メール g-support@nifs-k.ac.jp
開室時間 平日 ９時～１７時（ただし、水曜日は９時～１２時）

「こころとからだの入学前相談」で相談できること（例）

［ご自身のこと、人間関係のこと］
○ うまくやっていけるか、馴染めるか不安に思う
○ 人付き合いが苦手でトラブルになることがある
○ 周りからどう思われているか気になる
［授業・修学に関すること］
○ やるべきことが重なったときの優先順位をつけられない
○ 病気や障がい等があり、授業や定期試験等において、合理的配慮の申請をしたい（これまで

の学校生活で合理的配慮等のサポートがあった場合も含む）
［生活に関すること］
○ 睡眠リズム・生活リズムが崩れやすい
○ 一人暮らしが初めてで、どうやればいいか、分からないことが多い
［健康や体調などに関すること］
○ 怪我や病気（現在通院中を含む）があり、入学後の通院や生活について相談したい
○ 自身の体調のことで相談したい

○ 健康診断など、入学直後の行事について知りたい
○ シラバスとは何か、どういう風に見ていけばいいのか教えてほしい
○ 単位とは何か、また単位の取り方について教えてほしい
○ パソコンや教科書は、何をどこで購入すればいいのか教えてほしい
○ オンライン授業の方法について教えてほしい
○ 資格の取得方法や就職・進学のことで相談したい
○ 課外活動（部活動）の内容や頻度、大会などについて教えてほしい
○ 留学制度のことを教えてほしい
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